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職員の懲戒処分について 

 

 

1. 被処分者（いずれも本日付 所属・職位は当時） 

 

首都圏放送センター 専任部長         減給 

首都圏放送センター 副部長（労務担当）   減給 

首都圏放送センター 副部長（労務担当）   減給 

 

2. 処分の理由 

２０１９年に首都圏放送センター（当時）の男性管理職が亡くなり、ことし８

月、労災と認定されました。 

上記３人は、職員の健康確保のために設けられた長時間労働を抑制す

る取り組みを徹底することができませんでした。今回の事態を重くみて、

処分しました。 

 

当時、首都圏放送センター長だった理事に対し、会長が厳重注意しまし

た。理事からは役員報酬の一部自主返納の申し出がありました。 

 

理事 中嶋 太一    １０％  ３か月 

 

【ＮＨＫコメント】 

ご遺族にあらためて深くお詫びいたします。 

業務改善を進め長時間労働の抑制を徹底するとともに、健康確保の取り

組みを早急に見直し、職員の命と健康を最優先にする組織風土の実現

に全組織をあげて取り組んでまいります。 

 

 


